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新型コロナウイルス感染症の陽性者の自宅待機期間の変更について（訂正版） 

 

白露の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日ごろは、本校

の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症の陽性者の自宅待機期間について、９月９日（金）に

配付しました文書に修正がありましたので、再度お知らせいたします。改めてご確認いた

だくとともに、引き続き安心・安全な教育環境の確保にご協力いただきますようお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１ 児童生徒の陽性者・濃厚接触者・同居家族の自宅待機期間について 

陽性者 

 

【有症状の場合】 

発症日を０日として、１０日間 → ７日間 

【無症状の場合】 

検体採取日を０日として、７日間 

※ 無症状の場合で、５日目に抗原検査で陰性が確認された

場合、６日目から自宅待機が解除となる。 

濃厚接触者 

 

【家庭内隔離や感染症対策を講じた場合】 

 陽性者との最終接触日を０日として、５日間 

※ 抗原検査で２日目と３日目の陰性が確認された場合は、

３日目から自宅待機が解除となる。 

【隔離や対策を講じられない場合】 

 陽性者と同じ待機期間とする。 

同居家族 

（児童生徒） 

濃厚接触者と同じ 

 

※ 濃厚接触者や同居家族が陽性者になった場合で、同居の児童生徒の隔離や

対策を講じられないとき、同居家族の中で待期期間の一番遅い人に合わせ

る。 

 

 

 

 

この件に関するお問い合わせ 
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